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第１号議案

大村市個人情報の保護に関する法律施行条例

（趣旨）

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

２ この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、モーターボー

ト競走事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委

員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

（開示決定等の期限）

第３条 開示決定等は、開示請求があった日から１４日以内にしなければならない。

ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に

要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場

合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の

理由を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限の特例）

第４条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

から４４日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著し

い支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開

示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、

残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場

合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次

に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
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（費用負担）

第５条 法第８９条第２項の規定による開示に係る手数料は、無料とする。

２ 法第８７条第１項の規定による写しの交付（電磁的記録に記録されているときは

実施機関が定める方法を含む。）を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する

費用を負担しなければならない。

（審査会への諮問）

第６条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱

いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは、大村市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年大村市条例第３

号）第１条に規定する大村市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができ

る。

(1) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則

を定めようとする場合

（実施状況の公表）

第７条 市長は、毎年、法及びこの条例の規定に基づく開示請求、訂正請求及び利用

停止請求に係る実施状況を公表するものとする。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機

関が定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（大村市個人情報保護条例の廃止）

第２条 大村市個人情報保護条例（平成１７年大村市条例第２号。以下「旧条例」と

いう。）は、廃止する。

（経過措置）

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第６条第３項、第７条第３項又は第８条第３項の

規定によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第２号に規定する個人情報（以

（ 2 ）



下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利

用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実

施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の

職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事し

ていた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた

業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）の管理する公の施設

の管理の業務に従事していた者

２ この条例の施行前に旧条例第１３条、第２４条又は第３１条の規定による請求が

された場合における保有個人情報（旧条例第２条第５号に規定する保有個人情報を

いう。以下この条において同じ。）の開示、訂正及び利用停止については、なお従

前の例による。

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関

が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集

合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用

いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下

の懲役又は１，０００，０００円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前にお

いて旧実施機関の職員であった者

(2) 第１項第２号に掲げる者

(3) 第１項第３号に掲げる者

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧

実施機関が保有していた保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５００，

０００円以下の罰金に処する。

５ 前条の規定により旧条例の効力を失う前にした違反行為及び第２項の規定により
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なお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。

（大村市手数料条例の一部改正）

第４条 大村市手数料条例（平成１２年大村市条例第１号）の一部を次のように改正

する。

別表第３の２の項中「大村市個人情報保護条例（平成１７年大村市条例第２号）

第２２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第

８７条第１項」に改める。

（大村市情報公開条例の一部改正）

第５条 大村市情報公開条例（平成１２年大村市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。

第７条第１項中「起算して１５日」を「１４日」に改め、同条第３項中「満了す

る日の翌日から起算して」を「満了する日から」に改める。

（大村市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）

第６条 大村市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年大村市条例第３号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「及び大村市個人情報保護条例（平成１７年大村市条例第２号。以下

「個人情報保護条例」を「、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号。以下「個人情報保護法」という。）及び大村市個人情報の保護に関する法律施

行条例（令和５年大村市条例第 号。以下「法施行条例」に改める。

第２条中「個人情報保護条例第２条第１号」を「法施行条例第２条第２項」に改

め、同条第２号及び第３号を削り、同条第４号中「個人情報保護条例第３７条第１

項」を「個人情報保護法第１０５条第３項において準用する同条第１項」に改め、

同号を同条第２号とし、同条に次の１号を加える。

(3) 法施行条例第６条に規定する事項

第６条第１項中「第４号」を「第２号」に、「個人情報保護条例第２０条第１項、

第２８条第１項若しくは第３５条第１項」を「個人情報保護法第７８条第１項第４

号、第９４条第１項若しくは第１０２条第１項」に改め、「に係る保有個人情報」

の次に「（個人情報保護法第６０条第１項に規定する保有個人情報をいう。）」を

加える。
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令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定める

ため、この条例案を提出するものである。
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第２号議案

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例

大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。

第５条の２第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第５条の２の規定は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出

産については、なお従前の例による。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金の支給額を引き上げるため、この

条例案を提出するものである。
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第３号議案

大村市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

大村市福祉医療費の支給に関する条例（昭和４８年大村市条例第３号）の一部を次

のように改正する。

第２条第２号中「満１５歳」を「満１８歳」に改める。

第６条第３項中「満６歳」を「満１５歳」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第６条第３項の改正規定 令和５年１０月１日

（準備行為）

２ この条例に基づく受給資格の認定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の

施行の日前においても行うことができる。

（経過措置）

３ 改正後の第２条の規定は、令和５年４月１日以後の保険給付に係る福祉医療費の

支給について適用し、同日前の保険給付に係る福祉医療費の支給については、なお

従前の例による。

４ 改正後の第６条第３項の規定は、令和５年１０月１日以後の保険給付に係る福祉

医療費の支給について適用し、同日前の保険給付に係る福祉医療費の支給について

は、なお従前の例による。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

子どもに係る福祉医療費の支給対象者及び現物給付方式の対象者を拡大するため、

この条例案を提出するものである。
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第４号議案

大村市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

大村市子ども・子育て会議条例（平成２５年大村市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。

第２条中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

子ども・子育て支援法の改正に伴い、所要の条文整理を行うため、この条例案を提

出するものである。
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第５号議案

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年大

村市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第７条の次に次の２条を加える。

（安全計画の策定等）

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保

育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児

等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他

の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業

所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項

の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図ら

れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければ

ならない。

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計

画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の

乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができ

る方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の送迎を

目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備

えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれ
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と同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を

日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落と

しを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降

車の際に限る。）を行わなければならない。

第１０条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」

を加え、同条ただし書を削る。

第１３条を次のように改める。

第１３条 削除

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施する」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正規定は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等におい

て利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自

動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置

（以下この項において「ブザー等」という。）を備えること及びブザー等を用いる

ことにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車に

ブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的と

した自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措

置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史
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（提案理由）

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

の改正に伴い、安全計画の策定等及び自動車を運行する場合の所在の確認に関する規

定を追加する等の改正を行うため、この条例案を提出するものである。
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第６号議案

大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年大村市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、

同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２号中「第

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項

第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３

項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号」を「同条第

２号」に改める。

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同号ア(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同号イ

(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ(ｲ)中「第１９

条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。

第２６条を次のように改める。

第２６条 削除

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」を「同条

第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中

「同項第２号」を「同条第２号」に改める。

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条
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第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に改める。

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３

号」に改める。

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条

第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第３号」を

「同条第３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条

第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２６条の改正規定は、公

布の日から施行する。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）等の改正に伴い、所要の条文整

理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第７号議案

大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例

大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年大村市条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第６条の次に次の２条を加える。

（安全計画の策定等）

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後

児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職

員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業

所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この

条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講

じなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけれ

ばならない。

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及

び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法によ

り、利用者の所在を確認しなければならない。

第１２条の次に次の１条を加える。

（業務継続計画の策定等）

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感
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染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条におい

て「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施する」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条の２第１

項から第３項までの規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とある

のは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは

「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは

「周知するよう努めなければ」とする。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６３号）の改正に伴い、安全計画の策定等及び自動車を運行する場合の所在の確認に

関する規定を追加する等の改正を行うため、この条例案を提出するものである。
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第８号議案

大村市奨学基金条例の一部を改正する条例

大村市奨学基金条例（昭和５６年大村市条例第３号）の一部を次のように改正する。

第５条第１号中「大村市民又はその子女である」を「次のいずれかに該当する」に

改め、同号に次のように加える。

ア 市内に住所を有すること。

イ 本人と生計を一にする者で市長が認めるものが市内に住所を有すること。

第６条第１号中「１０，０００円」を「３０，０００円の範囲内で規則で定める

額」に改める。

第８条第２項中「及び」を「又はこれに代わる者として」に改める。

第１４条中「経過した後」の次に「第６条第１号に規定する者にあっては貸与期間

の３倍の期間内に、同条第２号に規定する者にあっては」を加え、「又は年賦」を「、

年賦その他の割賦」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第６条の規定及び第１４条の規定（同条に規定する奨学金の返還の期間

に係る部分に限る。）は、施行日以後に奨学生の決定を受ける者に係る奨学金につ

いて適用し、施行日前に奨学生の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従

前の例による。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

奨学金の額等を改正するため、この条例案を提出するものである。
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第９号議案

大村市事務分掌条例の一部を改正する条例

大村市事務分掌条例（昭和５２年大村市条例第１号）の一部を次のように改正する。

第２条産業振興部の項第３号中「（新幹線に関することを除く。）」を削り、同条

都市整備部の項第２号中「新幹線」を「新幹線関連整備」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

西九州新幹線の開業に伴い、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するも

のである。
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第１０号議案

工事施行に関する基本協定の変更について

令和２年６月１２日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和３年１２月１７日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村線

竹松・諏訪駅間新大村（仮称）新駅他新設工事」に関する基本協定について、協定金

額を次のとおり変更する。

変更前 ６０１，３５１，０００円

変更後 ５４１，１４９，７７９円（６０，２０１，２２１円の減額）

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第１１号議案

土地の売払いについて

次のとおり土地を売り払う。

１ 土地の所在地、種類及び面積

注 上記の土地は全て、新大村駅周辺土地区画整理事業区域内にあり、土地区画整

理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条に規定する換地処分により、区画

ごとに一筆の土地となる予定である。

２ 売払いの方法 随意契約

３ 売 払 い 価 格 (1) 区画１及び３ ３６８，３６７，１４５円

(2) 区画２及び４ ６２４，６５３，３２６円

(3) 区画５ ４６９，２０８，０４０円

４ 売払いの相手方 (1) 区画１及び３ 東京都港区虎ノ門２丁目１０番４号

株式会社日本エスコン

代表取締役 伊藤 貴俊

(2) 区画２及び４ 佐賀県佐賀市成章町６番５号

区画 所在地 種類 面積

１
大村市植松３丁目１１５番１の一部

大村市植松３丁目１６０番６の一部

大村市植松３丁目１６３番５の一部

宅地 ４，５２０．４８㎡

２

大村市植松３丁目１６０番２の一部

大村市植松３丁目１６０番５

大村市植松３丁目１６０番７

大村市植松３丁目１６０番１２の一部

大村市植松３丁目１９９番２

宅地 ６，６０５．６０㎡

３
大村市植松３丁目１６０番２の一部

大村市植松３丁目１６０番１２の一部
宅地 ２，０６７．７４㎡

４
大村市植松３丁目１６０番９の一部

大村市植松３丁目１６０番１０の一部

大村市植松３丁目１６０番１１の一部

宅地 ４，５６６．２８㎡

５

大村市植松３丁目１６０番９の一部

大村市植松３丁目１６０番１０の一部

大村市植松３丁目１６０番１１の一部

大村市植松３丁目１６０番１２の一部

宅地 ７，５７４．７９㎡
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大和ハウス工業株式会社 西九州支店

支店長 滝川 祥弘

(3) 区画５ 広島県広島市東区二葉の里３丁目３番１号

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史
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報告第１号

専決処分の報告について

大村公園内の樹木の枝による自動車破損事故の被害者に対する損害賠償の額を定め

和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の

規定により、別添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告す

る。

令和５年２月２４日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第１号

専 決 処 分 書

大村公園内の樹木の枝による自動車破損事故の被害者に対する損害賠償の額を定め

和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並

びに市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号

及び第４号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和５年２月９日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額 １１５，６７６円

２ 損害賠償の相手方
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